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表
2
-
⑴

-
⑦

 
事

前
調

査
に
よ

り
建

築
物

等
に
使

用
さ

れ
て

い
る

レ
ベ

ル
1
又

は
レ

ベ
ル

2
の

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建
材

が
適

切
に

把
握
さ

れ
な

い
ま

ま
解

体
等

工
事
が

開
始
さ
れ

た
事

例
等
 

（
集

計
表
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
件
）
 

分
類
 

合
計
 

時
期
 

届
出
 

飛
散
の
お
そ
れ
 

周
知

前
 

周
知
後
 

未
周
知
 

有
 

無
 

有
 

－
 

①
 

設
計

図
書

の
確

認
や
外
側

か
ら

の
目
視

の
み

で
は

確
認

で
き

な
い

箇
所

に
係

る
事

前
調

査
が
不
十

分
で

あ
っ

た
こ

と
等

に
よ

り
、

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
を

把
握

し
て
い

な
か
っ
た
も
の
 

3
2
 

1
3
 

1
9
 

－
 

 
9
 

2
3
 

1
6
 

1
6
 

②
 

発
注

者
か

ら
受

注
し
た
事

業
者

に
対
す

る
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

の
使

用
状

況
に

関
す

る
不
適
切

な
説

明
等

に
よ

り
、

事
業

者
が

事
前

調
査

を
適

切
に

行
わ

な
か

っ
た
も
の
 

1
0
 

 
5
 

 
5
 

－
 

 
0
 

1
0
 

 
8
 

 
2
 

③
 

工
事

関
係

者
間

で
事

前
調

査
結

果
に

関
す

る
情

報
等

が
適

切
に

共
有

さ
れ

ず
、

適
切

な
ア
ス
ベ

ス
ト

飛
散

・
ば

く
露

防
止

措
置

が
講

じ
ら

れ
な

い
ま

ま
解

体
等

工
事
が

進
め
ら
れ
た
も
の
 

 
7
 

 
3
 

 
4
 

－
 

 
1
 

 
6
 

 
6
 

 
1
 

④
 

ア
ス

ベ
ス

ト
を

含
有
す
る

可
能

性
が
高

い
吹

付
け

材
等

が
使

用
さ

れ
て

い
る

に
も

か
か
わ

ら
ず
、
分
析
調
査
を
適
切
に
行
わ
な

か
っ
た
も

の
 

 
4
 

 
1
 

 
3
 

－
 

 
1
 

 
3
 

 
2
 

 
2
 

⑤
 

大
防

法
及

び
安

衛
法
の
規

制
対

象
工
事

と
認

識
せ

ず
に

、
解

体
等

工
事

を
開

始
し

た
も
の
 

 
3
 

－
 

－
 

 
3
 

 
0
 

 
3
 

 
0
 

 
3
 

⑥
 

解
体

等
工

事
の

対
象
建
築

物
等

で
既
に

把
握

さ
れ

た
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

の
使

用
状

況
か
ら
、

他
の

箇
所

で
も

使
用

が
疑

わ
れ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
十

分
な

調
査
が

行
わ
れ

な
か
っ
た
も
の
 

 
2
 

－
 

－
 

 
2
 

 
2
 

 
0
 

 
1
 

 
1
 

⑦
 

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建
材
の

飛
散

性
の
レ

ベ
ル

を
実

際
よ

り
も

低
い

も
の

と
認

識
し

、
飛
散

性
に
応
じ
た
措
置
を
行
わ
な
か
っ
た

も
の
 

 
2
 

－
 

－
 

 
2
 

 
0
 

 
2
 

 
2
 

 
0
 

⑧
 

損
壊

等
に

よ
り

立
入
が
困

難
な

箇
所
が

あ
り

、
他

の
箇

所
の

調
査

の
み

で
ア

ス
ベ

ス
ト
含

有
建
材
が
な
い
と
結
論
付
け
る
な
ど

、
判
断
が

不
適

切
な

も
の
 

 
2
 

－
 

－
 

 
2
 

 
0
 

 
2
 

 
2
 

 
0
 

全
体
 

5
2
 

1
8
 

2
8
 

 
6
 

1
1
 

4
1
 

2
9
 

2
3
 

（
注

）
1
 
当

省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 

 
2
 
「

時
期
」
欄
の
周
知
前
後
は
、
次
に

よ
る
。
 

①
及

び
③
に
つ
い
て
は
、「

建
築
物
等
の

解
体
等

の
作
業
に

お
け

る
石

綿
ば
く

露
防
止
対

策
の

徹
底
に
つ
い
て
～
第
9
回
東
日
本
大
震
災
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
合
同
会
議

の
専

門
家
意
見
を
踏
ま
え
～
」
が
通
知
さ

れ
た
平

成
2
5年

1
月

以
前

に
発

生
し
た

例
が
「

周
知

前
」、

同
年
2
月
以
後
に
発
生
し
た
例
が
「

周
知
後
」
 

②
に

つ
い
て
は
、「

建
築
物
等
の
解
体
等

の
作
業

に
お
け
る

石
綿

ば
く

露
防
止

対
策
の
徹

底
に

つ
い
て
～
第
8
回
東
日
本
大
震
災
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
合
同
会
議
の
専
門

家
意

見
を
踏
ま
え
～
」
が
通
知
さ
れ
た
平

成
2
4年

1
0
月
以
前

に
発

生
し

た
例
が

「
周
知
前

」
、

同
年
1
1
月
以
後
に
発
生
し
た
例
が
「
周
知
後
」
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④
に

つ
い
て
は
、
技
術
上
の
指
針
が

公
示

さ
れ
た

平
成

24
年

5
月

以
前
に

発
生
し

た
例
が

「
周

知
前

」
、
同
年
6
月
以
後
に
発
生
し
た
例
が
「
周
知
後
」
 

3
 
「

届
出

」
欄
の
「
有
」
は
、
レ
ベ
ル
1
又
は
レ
ベ
ル

2の
ア

ス
ベ
ス

ト
含
有

建
材
の
使

用
が

事
前

調
査
で
一
部
把
握
さ
れ
、
そ
の
限
り
で
大
防
法
に
基
づ
く
届
出
及
び

安
衛

法
に
基
づ
く
届
出
が
行
わ
れ
た
後

、
工

事
開

始
後

に
別

の
箇

所
か

ら
未

把
握

の
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有
建
材
の
使
用
が
判
明
し
た
も
の
、
「
無
」
は
、
事
前
調
査
の
段

階
で

は
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
の
使
用
が

全
く
把

握
さ
れ
ず

、
各
届
出
が

行
わ

れ
な
い
ま

ま
工

事
が
開
始
さ
れ
た
も
の
を
指
す
。
 

4
 
「

飛
散
の
お
そ
れ
」
欄
の
「
有
」
は
、
ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
の

把
握
後

も
、
飛
散
・
ば

く
露

防
止
措
置
が
講
じ

ら
れ
な
い
ま
ま
作
業
が
進
め

ら
れ

る
な

ど
、
飛

散
・

ば
く

露
が
発
生
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

を
指
す

。
 

5
 
 

複
数
の
分
類
に
該
当
す
る
例
が
あ
る
た

め
、「

全
体
」

欄
の

件
数

は
、
各

分
類
の
合

計
と

は
一

致
し
な
い
。

 

  （
個

別
表
）
 

N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

1
 

平
成

2
7
年

2月
 

北
海
道
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
旧

ボ
イ
ラ

ー
室
に

レ
ベ

ル
1
の

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て

い
た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届
出
並

び
に
飛

散
・
ば
く

露
防

止
措
置

が
講

じ
ら
れ

な
い
ま
ま

当
該

建
材

が
除
去

さ
れ
た
。

 

 
札
幌

市
は

、
当
該

建
材
が
適

切
に

把
握

さ
れ
な

か
っ
た
原

因
に

つ
い
て
、
次
の
点
を
挙
げ
て
い
る
。
 

①
 
当
該

建
材

は
、

平
成

23
年

に
封

じ
込

め
の

処
理

が
行

わ
れ

て
い

た
が
、
そ
の

情
報
を

発
注
者
が

事
業

者
に
伝

え
て

い
な
か

っ
た
こ
と

。
 

②
 

事
業
者

に
よ
る

目
視
の
調

査
に

お
い

て
、
当

該
建
材
が

見
落

と
さ

れ
た
こ
と
。
 

 

無
 

有
 

①
②
 

2
 

平
成

2
5
年
11
月
 

北
海
道
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
内

壁
の
内

側
に
レ

ベ
ル

1
の

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い

た
に
も

か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出
並
び

に
飛
散

・
ば
く
露

防
止

措
置
が

講
じ
ら

れ
な

い
ま
ま
工

事
が

開
始

さ
れ
、

内
壁
の
撤

去
後

に
発

見
さ
れ
た
。
 

 
事
業
者

は
、

当
該

建
材

を
適

切
に

把
握

で
き

な
か

っ
た

原
因

に
つ

い
て
、
外
側

か
ら
の

目
視
の
み

で
は

確
認
で

き
な

い
内

壁
の

内
側

を
調

査
し

て
い

な
か

っ
た

こ
と

を
挙

げ
て

お
り
、
札

幌
市
も

、
事
業
者

に
よ

る
事
前

調
査

が
不
十

分
で
あ
っ

た
こ

と
に

よ
る
も

の
と
し
て

い
る

。
 

 

無
 

－
 

①
 

3
 

平
成

2
5
年

6月
 

北
海
道
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
工
事
が

開
始

さ
れ

、
天
井

板
の
撤
去

後
に

発
見
さ
れ
た
。
 

 
札
幌
市

が
、

事
業

者
か

ら
の

報
告

に
よ

り
状

況
を

把
握

し
、

立
入

検
査
を
行
っ

た
と
こ

ろ
、
当
該

建
材

の
一
部

が
床

に
落
下

し
て
い
た

。
 

無
 

有
 

①
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

 
札
幌
市

は
、

当
該

建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ

な
か

っ
た

原
因

に
つ

い
て
、
外
側

か
ら
の

目
視
の
み

で
は

確
認
で

き
な

い
天
井

裏
の
調
査

が
不

十
分

で
あ
っ

た
こ
と
を

挙
げ

て
い
る
。
 

 

4
 

平
成

2
4
年
12
月
 

北
海
道
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
工
事
が

開
始

さ
れ

、
天
井

板
の
撤
去

後
に

発
見
さ
れ
た
。
 

札
幌
市

が
、

事
業

者
か

ら
の

報
告

に
よ

り
状

況
を

把
握

し
、

立
入

検
査

を
行
っ

た
と
こ
ろ

、
当
該
建

材

の
一
部
が
床

に
落
下

し
て
い
た

。
 

当
該

建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ

な
か

っ
た

原
因

に
つ

い
て

、
札

幌
市
が

事
業
者

に
聴
取
し

た
結
果
は

、

次
の
と

お
り

で
あ
っ

た
。
 

①
 
建
築

物
の

所
有

者
か

ら
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

は
使

用
さ

れ
て

い
な
い
と
の

説
明
を

受
け
て
い

た
こ

と
。
 

②
 
当
該

建
築

物
で

は
、

改
修

工
事

が
複

数
回

行
わ

れ
た

結
果

、
天

井
の
内
装
材

が
厚
く

な
っ
て
お

り
、

天
井

裏
の
調

査
が
行

い
に
く
か

っ
た

こ
と

。
 

ま
た

、
札

幌
市

が
、

事
業

者
か

ら
の

報
告

を
受

け
て

立
入

検
査

を
行
い

、
作
業

の
中
止
を

指
導
し
た

に

も
か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

後
も

現
場

に
お

い
て

作
業

が
進

め
ら

れ
て

い
る

こ
と
か
ら

、
内
部

で
の
情
報

共
有

が
不
足

し
て

い
た
こ

と
が
考
え

ら
れ

る
。
 

 

無
 

有
 

①
②

③
 

5
 

平
成

2
4
年
12
月
 

北
海
道
 

 
建
築
物

の
解

体
工

事
に

係
る

事
前

調
査

に
お

い
て

、
2
階

出
窓

天
井

部
分
に
レ

ベ
ル
1
の
ア
ス
ベ

ス
ト

含

有
建
材

が
使

用
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
把

握
さ

れ
た

た
め

、
当

該
建

材
に

つ
い
て
、

大
防
法

に
基
づ
く

届
出

及
び
安

衛
法

に
基
づ

く
届
出
が

行
わ

れ
た

。
 

 
し
か

し
、

当
該

建
築

物
に

お
い

て
は

、
1
階

出
窓

天
井

部
分

で
も

レ
ベ
ル
1
の

ア
ス
ベ

ス
ト
含
有

建
材
が

使
用
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

つ
い

て
は

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛
法
に

基
づ
く

届
出
並
び

に
飛

散
・
ば

く
露

防
止
措

置
が
講
じ

ら
れ

な
い

ま
ま
工

事
が
開
始

さ
れ

、
天

井
板
の
撤
去
後
に
発
見
さ
れ
た
。
 

札
幌
市

が
、

事
業

者
か

ら
の

報
告

に
よ

り
状

況
を

把
握

し
、

立
入

検
査

を
行
っ

た
と
こ
ろ

、
当
該
建

材

の
一
部
が
床

に
落
下

し
て
い
た

。
 

札
幌

市
は

、
当

該
建

材
が

適
切

に
把

握
さ

れ
な

か
っ

た
原

因
に

つ
い

て
、
外
側

か
ら
の
目

視
の
み
で

は

確
認
で

き
な

い
天
井

裏
の
調
査

が
不

十
分

で
あ
っ

た
こ
と
を

挙
げ

て
い

る
。
 

ま
た
、
2階

出
窓
天
井
部
分
に
レ
ベ
ル
1の

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
把
握
さ
れ

て
い
る
以
上
、
1階

の
同
一
構
造
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
特
に
注
意
す
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

有
 

有
 

①
⑥
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

6
 

平
成

2
4
年
11
月
 

北
海
道
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
着
工
さ

れ
、

天
井

板
の
撤

去
後
に
発

見
さ

れ
た
。
 

 
札
幌
市

が
、

事
業

者
か

ら
の

報
告

に
よ

り
状

況
を

把
握

し
、

立
入

検
査
を
行
っ

た
と
こ

ろ
、
当
該

建
材

の
一
部

が
床

に
落
下

し
て
い
た

。
 

 
札
幌

市
は

、
当

該
建

材
が

適
切

に
把

握
さ

れ
ず

、
各

届
出

及
び

飛
散

・
ば
く
露

防
止
措

置
が
講
じ

ら
れ

な
い
ま
ま
作

業
が
進

め
ら
れ
た

原
因

に
つ

い
て
、

次
の
点
を

挙
げ

て
い

る
。
 

①
 

外
側
か

ら
の
目

視
の
み
で

は
確

認
で

き
な
い

天
井
裏
の

調
査

が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
。
 

②
 
事
業

者
は

、
発

見
さ

れ
た

当
該

建
材

に
つ

い
て

、
ア

ス
ベ

ス
ト

の
含
有
に
関

す
る
分

析
を
専
門

の
機

関
に
依

頼
し

た
が
、

そ
の
間
に

お
け

る
内

部
で
の

情
報
共
有

が
不

足
し
て
い
た

こ
と
。
 

 

無
 

有
 

①
③
 

7
 

平
成

2
3
年

7月
 

北
海
道
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
煙

突
に
レ

ベ
ル
2
の
ア

ス
ベ

ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に
飛
散

・
ば
く

露
防
止
措

置
が

講
じ
ら

れ
な

い
ま
ま

当
該
煙
突

が
解

体
さ

れ
た
。
 

 
札
幌

市
は

、
当

該
建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ
な

か
っ
た
原

因
に

つ
い
て
、
設
計
図
書
に
レ
ベ
ル
2の

ア
ス

ベ
ス
ト

含
有

建
材

が
使

用
さ

れ
て

い
る

旨
の

記
載

が
あ

っ
た

に
も

か
か

わ
ら
ず
、

事
業
者

が
目
視
の

み
で

使
用
さ

れ
て

い
な
い

と
判
断
し

た
こ

と
を

挙
げ
て

い
る
。
 

 

無
 

有
 

①
 

8
 

平
成

2
3
年

6月
 

北
海
道
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
係
る

事
前

調
査

に
お
い

て
、
煙
突

に
レ

ベ
ル
2
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用

さ
れ
て

い
る

こ
と

が
把

握
さ

れ
た

め
、

当
該

建
材

に
つ

い
て

、
大

防
法

に
基
づ
く

届
出
及

び
安
衛
法

に
基

づ
く
届

出
が

行
わ
れ

た
。
 

 
し
か

し
、
当
該

建
築
物

に
お

い
て

は
、
外
装

の
パ
ネ
ル
の

内
側

に
も
レ
ベ
ル
1
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材

が
使
用

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
つ

い
て

は
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安
衛
法

に
基
づ

く
届
出
並

び
に

飛
散
・

ば
く

露
防

止
措

置
が

講
じ

ら
れ

な
い

ま
ま

工
事

が
開

始
さ

れ
、

事
業
者
が

外
装
の

パ
ネ
ル
に

穴
を

開
け
た

際
に

発
見
さ

れ
た
。
 

 
札
幌
市

及
び

札
幌

中
央

労
基

署
は

、
当

該
建

材
が

適
切

に
把

握
さ

れ
な
か
っ
た

原
因
に

つ
い
て
、

設
計

図
書
に

レ
ベ

ル
1
の
ア

ス
ベ
ス

ト
含

有
建

材
が
使

用
さ
れ
て

い
る

旨
の

記
載
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

事
業
者

が
こ

れ
を
見

落
と
し
て

い
た

こ
と

を
挙
げ

て
い
る
。

 

  

有
 

－
 

①
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N
o
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発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

9
 

平
成

2
3
年

4月
 

北
海
道
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
煙

突
に
レ

ベ
ル
2
の
ア

ス
ベ

ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に
飛
散

・
ば
く

露
防
止
措

置
が

講
じ
ら

れ
な

い
ま
ま

当
該
煙
突

が
解

体
さ

れ
た
。
 

 
札
幌
市

が
、

通
報

に
よ

り
状

況
を

把
握

し
、

立
入

検
査

を
行

っ
た

と
こ
ろ
、
煙

突
下
部

の
が
れ
き

の
中

に
当
該

建
材

が
あ
っ

た
ほ
か
、

煙
突

周
辺

の
屋
根

に
も
堆
積

し
て

い
た
。
 

 
札
幌
市

及
び

札
幌

東
労

基
署

は
、

当
該

建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ

な
か
っ
た
原

因
に
つ

い
て
、
事

業
者

が
、
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

が
使

用
さ

れ
て

い
た

煙
突

の
工

事
に

携
わ

っ
た
経
験

が
な
く

、
煙
突
内

部
を

目
視
に
よ

り
調

査
せ

ず
に

、
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

は
使

用
さ

れ
て

い
な
い
と
判

断
し
た

こ
と
を
挙

げ
て

い
る
。
 

 

無
 

有
 

①
 

1
0
 

平
成

2
3
年

4月
 

北
海
道
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
煙

突
に
レ

ベ
ル
2
の
ア

ス
ベ

ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に
飛
散

・
ば
く

露
防
止
措

置
が

講
じ
ら

れ
な

い
ま
ま

当
該
煙
突

が
解

体
さ

れ
た
。
 

 
札
幌
市

及
び

札
幌

中
央

労
基

署
が

、
通

報
に

よ
り

状
況

を
把

握
し

、
立
入
検
査

を
行
っ

た
と
こ
ろ

、
当

該
建
材

の
一

部
が
落

下
し
て
い

た
。
 

 
札
幌
市

及
び

札
幌

中
央

労
基

署
は

、
当

該
建

材
が

適
切

に
把

握
さ

れ
な
か
っ
た

原
因
に

つ
い
て
、

事
業

者
が
、

設
計

図
書

を
有

し
な

い
状

況
に

お
い

て
、

目
視

に
よ

る
調

査
を

十
分
に
行

わ
な
か

っ
た
こ
と

を
挙

げ
て
い

る
。
 

 

無
 

有
 

①
 

1
1
 

平
成

2
6
年

5月
 

宮
城
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
煙

突
に
レ

ベ
ル
2
の
ア

ス
ベ

ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に
飛
散

・
ば
く

露
防
止
措

置
が

講
じ
ら

れ
な

い
ま
ま

当
該
煙
突

が
解

体
さ

れ
た
。
 

 
仙
台
労

基
署

は
、

各
届

出
及

び
飛

散
・

ば
く

露
防

止
措

置
が

講
じ

ら
れ
な
い
ま

ま
作
業

が
行
わ
れ

た
原

因
に
つ

い
て

、
当

初
か

ら
工

事
に

関
与

し
て

い
た

事
業

者
は

、
当

該
建

材
に
つ
い

て
把
握

し
て
い
た

が
、

そ
の
情

報
が

後
に

共
同

で
工

事
を

行
う

こ
と

と
な

っ
た

事
業

者
に

伝
わ

っ
て
お
ら

ず
、
当

該
事
業
者

が
、

当
該
建

材
を

把
握
し

な
い
ま
ま

作
業

を
進

め
た
こ

と
を
挙
げ

て
い

る
。
 

無
 

有
 

③
 

1
2
 

平
成

2
5
年

4月
 

宮
城
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
係
る

事
前

調
査

に
お
い

て
、
煙
突

に
レ

ベ
ル
2
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用

さ
れ
て

い
る

こ
と

が
把

握
さ

れ
た

た
め

、
当

該
建

材
に

つ
い

て
、

大
防

法
に
基
づ

く
届
出

及
び
安
衛

法
に

基
づ
く

届
出

が
行
わ

れ
た
。
 

 
安
衛
法

に
基

づ
く

届
出

を
受

け
た

石
巻

労
基

署
が

立
入

検
査

を
行

っ
た
と
こ
ろ

、
機
械

室
及
び
ボ

イ
ラ

有
 

－
 

④
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飛
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の
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そ
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分
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ー
室
の

配
管

に
も

、
レ
ベ

ル
2
の

ア
ス

ベ
ス

ト
含
有

建
材
に

該
当

す
る

お
そ
れ
の
あ
る
建
材
が
使
用
さ
れ
て

い
た
た

め
、

同
署

は
工

事
の

中
止

及
び

分
析

を
指

示
し

た
。

そ
の

結
果

、
当
該
建

材
に
も

ア
ス
ベ
ス

ト
が

含
有
さ

れ
て

い
る
こ

と
が
判
明

し
た

。
 

 
石
巻
労

基
署

は
、

当
該

建
材

に
ア

ス
ベ

ス
ト

が
含

有
さ

れ
て

い
る

こ
と
が
適
切

に
把
握

さ
れ
な
か

っ
た

原
因
に

つ
い

て
、
事

業
者

が
、
十

分
な

資
料
に

基
づ
か

ず
に

ア
ス

ベ
ス
ト
を
含
有
し
て
い
な
い
と
判
断
し
、

分
析
調

査
を

行
わ
な

か
っ
た
こ

と
を

挙
げ

て
い
る

。
 

 

1
3
 

平
成

2
4
年

8月
 

宮
城
県
 

 
建
築
物

の
解

体
工

事
に

つ
い

て
、

当
該

解
体

に
先

立
ち

、
事

業
者

は
、
大
防
法

に
基
づ

く
届
出
及

び
安

衛
法
に

基
づ

く
届
出

を
行
い
、

レ
ベ

ル
1の

ア
ス
ベ

ス
ト
含

有
建

材
を
除
去
し
た
。
 

 
し
か

し
、
支
柱
の
内
部

に
使

用
さ

れ
て

い
た
レ

ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス

ト
含
有
建
材
に
つ
い
て
は
、
事
前
調

査
で
把

握
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
、

除
去

さ
れ

て
お

ら
ず

、
当

該
建
材
が

残
さ
れ

た
ま
ま
、

解
体

工
事
が

進
め

ら
れ
た

。
 

 
宮
城

県
及

び
石

巻
労

基
署

は
、

当
該

建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ

な
か

っ
た
原
因

に
つ
い

て
、
外
側

か
ら

の
目
視
の
み

で
は
確

認
で
き
な

い
支

柱
の

内
部
の

調
査
が
不

十
分

で
あ

っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
 

ま
た
、

石
巻

労
基

署
は

、
そ

の
背

景
と

し
て

、
当

該
工

事
が

、
多

数
行

わ
れ
て

い
た
東
日

本
大
震
災

で

被
災
し
た

建
築

物
に

係
る

工
事

の
一

つ
で

あ
り

、
ア

ス
ベ

ス
ト

に
つ

い
て
十
分
な

知
識
を

有
し
な
い

事
業

者
が
行
っ
た

こ
と
を

指
摘
し
て

い
る

。
 

 

有
 

有
 

①
 

1
4
 

平
成

2
4
年

1月
 

宮
城
県
 

 
建
築
物

の
解

体
工

事
に

お
い

て
、

2
階

の
は

り
に

レ
ベ

ル
1
の

ア
ス

ベ
ス
ト
含

有
建
材

が
使
用
さ

れ
て
い

た
に
も

か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出
並
び

に
飛
散

・
ば
く
露

防
止

措
置
が

講
じ

ら
れ
な

い
ま
ま
解

体
作

業
が

進
め
ら

れ
た
。
 

 
震
災

廃
棄

物
の
搬

入
場
に
お

い
て

、
レ

ベ
ル

1
の
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材
が
付
着
し
た
鉄
骨
が
発
見
さ
れ

た
こ
と

か
ら

発
覚

し
、

仙
台

市
及

び
仙

台
労

基
署

が
立

入
検

査
を

行
っ

た
と
こ
ろ

、
解
体

が
終
わ
っ

て
い

な
い
箇

所
に

当
該
建

材
が
残
っ

て
い

た
た

め
、
作

業
の
中
止

を
指

示
し
た
。
 

 
当
該
建

築
物

は
東

日
本

大
震

災
で

全
壊

し
て

お
り

、
4
階

建
て

で
あ

っ
た
が
、

損
壊
が

激
し
く
2
階
以

上

へ
の
立

入
り

が
危
険

な
た
め
、
発

注
者

は
、
1
階
の

吹
付
け

材
に

つ
い
て
の
み
分
析
を
行
い
、
ア
ス
ベ
ス
ト

含
有
建

材
は

使
用

さ
れ

て
い

な
い

と
判

断
し

た
。

し
か

し
、

環
境

省
の

災
害
時
対

応
マ
ニ

ュ
ア
ル
で

は
、

被
災
に

よ
る

損
壊

で
危

険
な

場
合

、
原

則
と

し
て

、
補

強
等

を
行

っ
た

上
で
事
前

調
査
を

行
い
、
そ

れ
が

困
難
な

場
合

に
は

、
建

築
物

の
周

辺
を

養
生

シ
ー

ト
で

覆
い

、
薬

液
等

を
散
布
し

つ
つ
解

体
を
行
う

こ
と

と
さ
れ

て
お

り
、

2
階

か
ら

4
階

ま
で

の
調

査
が

で
き

な
い

場
合

、
当

該
方
法
に
よ

る
べ
き

と
こ
ろ
と

考
え

無
 

有
 

②
⑧
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

ら
れ
る

。
 

 
仙
台

労
基
署

は
、
当
該

建
材

が
適

切
に

把
握
さ

れ
な
か
っ

た
原

因
に

つ
い
て
、
次
の
点
を
挙
げ
て
い
る
。 

①
 
発
注

者
が

、
不

十
分

な
分

析
調

査
で

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
は

使
用
さ
れ
て

い
な
い

と
判
断
し

た
こ

と
。
 

②
 
事
業

者
が

、
発

注
者

か
ら

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
は

使
用

さ
れ

て
い
な
い
と

の
調
査

結
果
を
説

明
さ

れ
、

再
度
十

分
な
事

前
調
査
を

行
わ

な
か

っ
た
こ

と
。
 

 

1
5
 

平
成

2
4
年

1月
 

宮
城
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
解
体
作

業
が

進
め

ら
れ
た

。
 

 
仙
台

市
及

び
仙

台
労

基
署

は
、

各
届

出
及

び
飛

散
・

ば
く

露
防

止
措

置
が
講
じ

ら
れ
な

い
ま
ま
作

業
が

行
わ
れ

た
原

因
に

つ
い

て
、

発
注

者
及

び
元

請
業

者
は

、
当

該
建

材
を

把
握
し
て

い
た
も

の
の
、
そ

の
情

報
が
下

請
業

者
に

適
切

に
共

有
さ

れ
ず

、
当

該
下

請
業

者
が

、
当

該
建

材
を
把
握

し
な
い

ま
ま
作
業

を
進

め
た
こ

と
を

挙
げ
て

い
る
。
 

 
な
お
、
発

注
者

が
行
っ

た
建

設
リ

サ
イ

ク
ル
法

に
基
づ
く

届
出

に
は

、
レ
ベ
ル
1の

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建

材
が
使

用
さ

れ
て
い

る
旨
が
記

載
さ

れ
て

い
た
。
 

 

無
 

有
 

③
 

1
6
 

平
成

2
3
年
11
月
 

宮
城
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
係
る

事
前

調
査

に
お
い

て
、
レ
ベ

ル
1
の

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て

い
る
こ

と
が

把
握

さ
れ

た
た

め
、

当
該

建
材

に
つ

い
て

、
大

防
法

に
基

づ
く
届
出

及
び
安

衛
法
に
基

づ
く

届
出
が

行
わ

れ
た
。
 

 
仙
台

市
が

、
当

該
建
築

物
の

敷
地

境
界

に
お
け

る
ア
ス
ベ

ス
ト

濃
度
の
測
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
3
6
0本

/
L
（
大
気

1リ
ッ

ト
ル

当
た
り

の
ア

ス
ベ

ス
ト
繊

維
が

36
0
本

）
（

注
）
が
検
出
さ
れ
た
。
 

（
注
）
 

環
境
省

は
、
解

体
等
工
事

の
敷
地

境
界
に

お
け
る

ア
ス
ベ
ス

ト
濃
度

測
定

に
つ
い
て
、

漏
え
い

監
視
の

観
点
か

ら
の
目

安
を

1本
/
Lと

示
し
て
い
る
（
後
述
項
目

2⑷
イ
参
照
）。

 

  
こ
の
た

め
、

仙
台

市
及

び
仙

台
労

基
署

が
立

入
検

査
を

実
施

し
た

と
こ
ろ
、
上

記
の
大

防
法
に
基

づ
く

届
出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

に
係

る
箇

所
で

は
飛

散
・

ば
く

露
防

止
措
置
が

講
じ
ら

れ
て
い
た

が
、

別
の
箇

所
に

お
い
て

、
レ
ベ
ル

1
の

ア
ス
ベ

ス
ト
含

有
建
材

が
天

井
裏

に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
当
該
建
材
が
、

飛
散
・

ば
く

露
防
止

措
置
が
講

じ
ら

れ
な

い
ま
ま

、
天
井
と

共
に

破
砕
さ
れ
て
い
た
。
 

 
仙
台
市

は
、

当
該

建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ

な
か

っ
た

原
因

に
つ

い
て
、
本
件

は
、
外

側
か
ら
の

目
視

有
 

有
 

①
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

の
み
で

は
確

認
で

き
な

い
天

井
裏

の
調

査
が

不
十

分
で

あ
っ

た
こ

と
を

挙
げ
て
い

る
ほ
か

、
仙
台
労

基
署

は
、
当

該
建

材
の

把
握

後
に

お
い

て
も

、
事

業
者

が
、

工
期

ど
お

り
に

工
事
を
行

う
た
め

、
飛
散
・

ば
く

露
防
止

措
置

を
行
わ

な
か
っ
た

と
指

摘
し

て
い
る

。
 

 

1
7
 

平
成

2
3
年
11
月
 

宮
城
県
 

 
建
築

物
の

改
修
工

事
に
お
い

て
、
地

下
の
配

管
に
レ
ベ
ル

2
の

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い

た
に
も

か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出
並
び

に
飛
散

・
ば
く
露

防
止

措
置
が

講
じ

ら
れ
な

い
ま
ま
当

該
建

材
が

除
去
さ

れ
た
。
 

 
石
巻

労
基
署

は
、
当
該

建
材

が
適

切
に

把
握
さ

れ
な
か
っ

た
原

因
に
つ
い
て
、
次
の
点
を
挙
げ
て
い
る
。 

①
 
当
該

建
築

物
に

つ
い

て
は

、
平

成
23

年
7
月

に
各

居
室

の
天

井
に

使
用
さ
れ

た
レ
ベ

ル
1
の
ア

ス
ベ

ス

ト
含

有
建

材
の

除
去

が
行

わ
れ

て
お

り
、

発
注

者
は

、
こ

の
際

に
、

地
下
の
配

管
に
使
用

さ
れ
た
レ

ベ

ル
2
の
ア

ス
ベ

ス
ト
含

有
建
材

も
全

て
除

去
さ
れ

た
も
の
と

誤
認

し
た
こ
と
。
 

②
 
事
業

者
は

、
発

注
者

か
ら

当
該

建
築

物
の

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
は
全
て
除

去
さ
れ

て
い
る
と

説
明

さ
れ

、
再
度

十
分
な
事

前
調
査

を
行

わ
な

か
っ
た

こ
と
。
 

 

無
 

有
 

②
 

1
8
 

平
成

2
6
年

4月
 

埼
玉
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
外

装
の
パ

ネ
ル
の

内
側

に
レ

ベ
ル
1
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用

さ
れ
て

い
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基
づ
く

届
出
並

び
に
飛
散

・
ば

く
露
防

止
措

置
が

講
じ

ら
れ

な
い

ま
ま

工
事

が
開

始
さ

れ
、

事
業

者
が

外
装
の
パ

ネ
ル
を

撤
去
し
た

際
に

発
見
さ

れ
た

。
 

 
さ
い
た

ま
市

は
、

当
該

建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ

な
か

っ
た

原
因

に
つ
い
て
、

外
装
の

パ
ネ
ル
の

内
側

が
通
常

ア
ス

ベ
ス
ト

含
有
建
材

が
使

用
さ

れ
て
い

な
い
箇
所

で
あ

っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
 

し
か

し
、

環
境

省
及

び
厚

生
労

働
省

の
通

知
（

注
）
で

は
、

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
を

見
落

と
し
や

す
い

例
と
し

て
、

外
装

の
ボ

ー
ド

や
金

属
パ

ネ
ル

の
内

側
に

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建
材
が

使
用
さ

れ
て
い
る

例
が

挙
げ
ら

れ
て

お
り

、
外

側
か

ら
の

目
視

の
み

で
は

確
認

で
き

な
い

当
該

箇
所
の
調

査
が
不

十
分
で
あ

っ
た

こ
と
が

考
え

ら
れ
る

。
 

（
注

）「
建
築
物
等
の
解
体
等
の
作
業
に
お
け
る
石
綿
ば
く
露
防
止
対
策
の
徹
底
に
つ
い
て
～
第

8 
回
東
日
本
大
震
災
ア
ス
ベ
ス
ト

対
策

合
同

会
議
の

専
門
家

意
見
を
踏

ま
え
～

」
及
び

「
大
気

汚
染
防
止

法
に
基

づ
く
立

入
検
査

マ
ニ
ュ
ア

ル
策
定

の
手
引
き

（
建
築
物
等
の
解
体
等
現
場

）」
（
平
成

26
年

7月
4日

付
け
環
水
大
大
発
第

14
07
24
3号

）
 

 

無
 

－
 

①
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

1
9
 

平
成

2
5
年

5月
 

埼
玉
県
 

 
建
築

物
の

改
修
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

2の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
当
該
建

材
が

除
去

さ
れ
た

。
 

 
事
業

者
が

、
産

業
廃

棄
物

と
し

て
搬

出
す

る
時

点
で

、
当

該
建

材
が

ア
ス
ベ
ス

ト
を
含

有
し
て
い

る
可

能
性
に
気
付

き
、
分

析
を
行
っ

た
と

こ
ろ

、
ア
ス

ベ
ス
ト
の

含
有

が
判

明
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
当
該

建
材

は
、
外
側
か
ら
の
目

視
の
み

で
は
確

認
で
き
な

い
天

井
裏

に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
事
業
者
は
、

天
井
に

点
検

口
が

な
く

、
改

修
工

事
で

あ
っ

た
た

め
、

天
井

に
穴

を
開

け
る
こ
と

に
は
慎

重
に
な
ら

ざ
る

を
得
な

か
っ

た
と
し

て
い
る
。

 

 
し
か
し

、
当

該
建

材
の

把
握

が
産

業
廃

棄
物

と
し

て
搬

出
す

る
時

点
で
あ
っ
た

こ
と
を

踏
ま
え
る

と
、

天
井
板

の
撤

去
後

に
お

い
て

、
速

や
か

に
当

該
建

材
を

把
握

し
、

分
析

を
行
う
必

要
が
あ

っ
た
も
の

と
考

え
ら
れ

、
事

業
者

も
、

川
口

労
基

署
の

指
導

に
対

し
、

天
井

内
が

確
認

で
き
次
第

分
析
を

行
う
こ
と

に
よ

り
再
発

防
止

を
図
る

と
回
答
し

て
い

る
。
 

 

無
 

有
 

①
 

2
0
 

平
成

2
6
年
10
月
 

千
葉
県
 

 
工
作

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
電

気
設
備

の
裏
側

に
レ

ベ
ル

2
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ

て
い
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く
届
出

並
び
に

飛
散
・
ば

く
露

防
止
措

置
が

講
じ
ら

れ
な
い
ま

ま
当

該
建

材
が
除

去
さ
れ
た

。
 

 
事
業
者

が
、

除
去

後
に

当
該

建
材

が
ア

ス
ベ

ス
ト

を
含

有
し

て
い

る
可
能
性
に

気
付
き

、
分
析
を

行
っ

た
と
こ

ろ
、

ア
ス
ベ

ス
ト
の
含

有
が

判
明

し
た
も

の
で
あ
る

。
 

 
千
葉

市
は

、
当
該

建
材
が
適

切
に

把
握

さ
れ
な

か
っ
た
原

因
に

つ
い
て
、
次
の
点
を
挙
げ
て
い
る
。
 

①
 

外
側
か

ら
の
目

視
の
み
で

は
確

認
で

き
な
い

電
気
設
備

の
裏

側
の
調
査
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
。
 

②
 
電
気

設
備

の
撤

去
後

に
お

い
て

も
、

速
や

か
な

当
該

建
材

の
把

握
及
び
分
析

が
行
わ

れ
な
か
っ

た
こ

と
。
 

 

無
 

有
 

①
 

2
1
 

平
成

2
7
年

3月
 

東
京
都
 

 
建
築

物
の

改
修
工

事
に
お
い

て
、
天

井
に
レ

ベ
ル
1
の
ア

ス
ベ

ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に
飛
散

・
ば
く

露
防
止
措

置
が

講
じ
ら

れ
な

い
ま
ま

当
該
建
材

が
除

去
さ

れ
た
。
 

 
当
該

建
築

物
の
別

棟
の
改
修

工
事

に
つ

い
て
、
東
京

都
が

、
レ
ベ

ル
1
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用

さ
れ
て

い
る

と
し

て
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

が
行

わ
れ

た
こ

と
を

受
け

て
立
入
検

査
を
行

っ
た
と
こ

ろ
、

既
に
行

わ
れ

た
工
事
に
つ
い
て
、

大
防
法

に
基
づ

く
届
出
等

が
行

わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た

。
 

 
発
注

者
は

、
過

去
に

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
の

使
用

状
況

を
調

査
し

て
お
り
、

当
該
建

材
に
ア
ス

ベ
ス

無
 

有
 

②
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

ト
が
含

有
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
把

握
し

て
い

た
も

の
の

、
手

違
い

に
よ

り
、
事
業

者
に
伝

え
て
い
な

か
っ

た
と
し

て
い

る
。
 

 
ま
た

、
当

該
建

材
は

露
出

し
た

状
態

に
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、
事

業
者

の
目
視
に

よ
る
調

査
も
十
分

に
行

わ
れ
な
か
っ

た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る

。
 

 

2
2
 

平
成

2
7
年

6月
 

神
奈
川
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
工
事
が

開
始

さ
れ

、
天
井

板
の
撤
去

後
に

発
見
さ
れ
た
。
 

 
川
崎
市

は
、

当
該

建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ

な
か

っ
た

原
因

に
つ

い
て
、
事
業

者
は
天

井
板
に
穴

を
開

け
て
天

井
裏

を
確

認
し

た
が

、
当

該
建

材
は

開
口

部
か

ら
離

れ
た

一
部

の
箇
所
に

の
み
使

用
さ
れ
て

い
た

こ
と
を

挙
げ

て
い
る

。
 

 
し
か

し
、

環
境

省
及

び
厚

生
労

働
省

の
通

知
（

注
）
で

は
、

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
を
見

落
と

し
や

す
い

例
と
し
て
、

敷
居
の

な
い
大
フ

ロ
ア

で
奥

の
1
区
画

の
み
吹

き
付

け
ら
れ
て
い
る
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

外
側
か
ら
の

目
視
の

み
で
は
確

認
で

き
な

い
天
井
裏

の
調
査

が
不

十
分

で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

（
注
）

No
.1
8の

注
参
照
。
 

 

無
 

－
 

①
 

2
3
 

平
成

2
6
年

9月
 

神
奈
川
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
支

柱
に
レ

ベ
ル
2
の
ア

ス
ベ

ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に
飛
散

・
ば
く

露
防
止
措

置
が

講
じ
ら

れ
な

い
ま
ま

工
事
が
開

始
さ

れ
た

。
 

 
当
該
建
築

物
に
使

用
さ
れ
た

レ
ベ

ル
3の

ア
ス
ベ

ス
ト
含

有
建

材
は

把
握
さ
れ
て
お
り
、
当
該
建
材
に
つ

い
て
条

例
に

基
づ

く
届

出
を

受
け

た
川

崎
市

が
立

入
検

査
を

行
っ

た
と

こ
ろ
、
把

握
さ
れ

て
い
な
い

レ
ベ

ル
2
の
ア
ス
ベ

ス
ト
含

有
建
材

が
発

見
さ

れ
た
。
 

 
川
崎

市
は

、
当

該
建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ
な

か
っ
た
原

因
に

つ
い

て
、
当

該
箇
所
に
お
け
る
レ
ベ
ル
1

及
び

レ
ベ

ル
2
の

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
の

使
用

状
況

に
関

す
る

調
査

が
改

め
て

行
わ

れ
る

こ
と

と
な

っ

て
い
た
が

、
事

前
調

査
の

進
捗

状
況

に
関

す
る

事
業

者
間

の
情

報
共

有
が
不
十
分

で
あ
っ

た
こ
と
か

ら
、

事
業
者
は
、
全
て

の
調
査

が
既

に
終

了
し

、
レ

ベ
ル

3の
み

が
使

用
さ
れ
て
い
る
と
誤
認
し
て
い
た
こ
と
を

挙
げ
て
い
る

。
 

 

無
 

－
 

③
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

2
4
 

平
成

2
6
年

5月
 

神
奈
川
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
に
レ

ベ
ル
1
の
ア

ス
ベ

ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に
飛
散

・
ば
く

露
防
止
措

置
が

講
じ
ら

れ
な

い
ま
ま

工
事
が
開

始
さ

れ
た

。
 

 
当
該
建
築

物
に
使

用
さ
れ
た

レ
ベ

ル
3の

ア
ス
ベ

ス
ト
含

有
建

材
は

把
握
さ
れ
て
お
り
、
当
該
建
材
に
つ

い
て
条

例
に

基
づ

く
届

出
を

受
け

た
川

崎
市

が
立

入
検

査
を

行
っ

た
と

こ
ろ
、
把

握
さ
れ

て
い
な
い

レ
ベ

ル
1
の
ア
ス
ベ

ス
ト
含

有
建
材

が
発

見
さ

れ
た
。
 

 
川
崎
市
は

、
当

該
建
材

が
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有
建

材
と
し
て

適
切

に
把

握
さ
れ
な
か
っ
た
原
因
に
つ
い
て
、

当
該
建

材
が

使
用

さ
れ

て
い

た
部

屋
に

は
複

数
の

吹
付

け
材

が
あ

り
、

事
業
者
は

、
そ
の

一
部
に
つ

い
て

分
析
を

行
っ

た
結

果
、

ア
ス

ベ
ス

ト
は

含
有

し
て

い
な

か
っ

た
た

め
、

他
の
吹
付

け
材
も

含
有
し
て

い
な

い
と
判

断
し

て
お
り

、
分
析
調

査
が

不
十

分
で
あ

っ
た
こ
と

を
挙

げ
て
い
る
。
 

 

無
 

－
 

④
 

2
5
 

平
成

2
4
年
12
月
 

神
奈
川
県
 

 
建
築

物
の

改
修
工

事
に
お
い

て
、
倉

庫
（

旧
機

械
室
）
の

煙
突

に
レ

ベ
ル
2の

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が

使
用

さ
れ

て
い

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に

飛

散
・
ば

く
露

防
止

措
置

が
講

じ
ら

れ
な

い
ま

ま
工

事
が

開
始

さ
れ

、
当

該
倉
庫
の

解
体
作

業
中
に
発

見
さ

れ
た
。
 

 
煙
突

は
、

環
境

省
の

通
知

（
注

）
に

お
い

て
、

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
が
よ

く
使

用
さ
れ

る
箇

所
と

さ
れ

て
い
る
こ
と

か
ら
、

当
該
箇
所

の
調

査
が

不
十
分

で
あ
っ
た

こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
 

（
注
）

No
.1
8の

注
参
照
。
 

 
 

無
 

－
 

①
 

2
6
 

平
成

2
3
年

5月
 

神
奈
川
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
機

械
室
の

煙
突
に

レ
ベ

ル
2
の

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て

い
た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届
出
並

び
に
飛

散
・
ば
く

露
防

止
措
置

が
講

じ
ら
れ

な
い
ま
ま

当
該

煙
突

が
解
体

さ
れ
た
。

 

 
神
奈

川
県

は
、
当

該
建
材
が

適
切

に
把

握
さ
れ

な
か
っ
た

原
因

に
つ
い
て
、
次
の
点
を
挙
げ
て
い
る
。
 

①
 
当
該

建
築

物
に

お
い

て
過

去
に

行
わ

れ
た

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
の
除
去
工

事
で
は

、
機
械
室

は
対

象
に

含
ま

れ
て

い
な

か
っ

た
が

、
発

注
者

は
、

当
該

建
築

物
に

使
用

さ
れ
て
い

た
ア
ス
ベ

ス
ト
含
有

建

材
が

全
て
除

去
さ
れ

た
も
の
と

判
断

し
た

こ
と
。
 

②
 
事

業
者

は
、

発
注

者
か

ら
当

該
建

築
物

の
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

は
全
て
除

去
さ
れ

て
い
る
と

説
明

さ
れ
、

再
度

十
分
な
事

前
調
査

を
行

わ
な

か
っ
た

こ
と
。
 

 

無
 

有
 

②
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

2
7
 

平
成

2
2
年

9月
 

神
奈
川
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
柱

に
レ
ベ

ル
2の

ア
ス

ベ
ス

ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び

に
飛
散
・

ば
く
露

防
止
措
置

が
講

じ
ら
れ

な
い

ま
ま
当

該
建
材
が

除
去

さ
れ

た
。
 

 
神
奈

川
県

の
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

法
担

当
部

局
が

、
同

法
に

基
づ

く
立

入
検
査
を

行
っ
た

際
、
飛
散

性
が

低
く
、
大
防

法
に

基
づ
く

届
出

等
を

要
し

な
い
レ

ベ
ル

3の
ア

ス
ベ
ス

ト
含
有
建
材
と
し
て
事
業
者
が
認
識

し
て
い
る
建

材
に
つ

い
て
、
飛

散
性

の
高

い
レ
ベ
ル
2
に
該

当
す

る
と
事
業
者
に
指
摘
し
た
。
 

 
神
奈

川
県

は
、
当

該
建

材
が

レ
ベ

ル
2の

ア
ス
ベ

ス
ト
含

有
建

材
と

し
て
適
切
に
把
握
さ
れ
な
か
っ

た
原

因
に
つ

い
て

、
鉄

骨
に

レ
ベ

ル
2
の

も
の

を
使

用
す

る
例

が
少

な
い

上
、
レ
ベ
ル

3
に
該

当
す
る
ア

ス
ベ
ス

ト
含
有

成
形

板
と
同

様
の
板
状

の
も

の
で

あ
っ
た

た
め
に
、

事
業

者
が
誤
認
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
 

 

無
 

有
 

⑦
 

2
8
 

平
成

2
6
年
11
月
 

新
潟
県
 

 
配
管

の
点

検
工
事

に
お
い
て

、
配

管
に

レ
ベ

ル
2の

ア
ス

ベ
ス

ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び

に
飛
散
・

ば
く
露

防
止
措
置

が
講

じ
ら
れ

な
い

ま
ま
当

該
建
材
が

除
去

さ
れ

た
。
 

 
事
業

者
は

、
作

業
途

中
で

当
該

建
材

が
ア

ス
ベ

ス
ト

を
含

有
し

て
い

る
可
能
性

に
気
付

い
た
た
め

、
分

析
調
査
を
行

っ
た
結

果
、
レ
ベ

ル
2
の

ア
ス

ベ
ス
ト

含
有
建

材
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
新
潟
市

及
び

新
潟

労
基

署
は

、
当

該
建

材
が

適
切

に
把

握
さ

れ
な

か
っ
た
原
因

に
つ
い

て
、
当
該

配
管

検
査
を

緊
急

に
実

施
し

た
状

況
に

お
い

て
、

発
注

者
か

ら
事

業
者

へ
の

ア
ス
ベ
ス

ト
含
有

建
材
の
使

用
状

況
の
伝

達
が

行
わ
れ

な
か
っ
た

こ
と

を
挙

げ
て
い

る
。
 

 
ま
た

、
事

業
者

は
、

作
業

途
中

に
お

い
て

当
該

建
材

の
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有
の
可

能
性
を

認
識
し
て

い
る

が
、
発
注

者
か

ら
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

の
使

用
状

況
に

つ
い

て
伝

達
が
な
い
場

合
で
も

、
作
業
開

始
前

に
、
十
分
な

事
前
調

査
を
行
う

必
要

が
あ

っ
た
も

の
と
考
え

ら
れ

る
。
 

 

無
 

有
 

②
 

2
9
 

平
成

2
3
年
11
月
 

新
潟
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
煙

突
に
レ

ベ
ル
2
の
ア

ス
ベ

ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に
飛
散

・
ば
く

露
防
止
措

置
が

講
じ
ら

れ
な

い
ま
ま

煙
突
が
解

体
さ

れ
た

。
 

 
事
業

者
は

、
煙

突
の

解
体

後
に

、
使

用
さ

れ
て

い
た

建
材

が
ア

ス
ベ

ス
ト
を
含

有
し
て

い
る
可
能

性
に

気
付
い
た
た

め
、
分

析
調

査
を

行
っ

た
結

果
、
レ

ベ
ル

2の
ア

ス
ベ
ス

ト
含
有
建
材
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
も
の

で
あ

る
。
 

 
長
岡

労
基

署
は

、
当

該
建

材
が

適
切

に
把

握
さ

れ
な

か
っ

た
原

因
に

つ
い
て
、

煙
突
に

使
用
さ
れ

て
い

た
ア
ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

は
昭

和
6
2
年

ま
で

製
造

さ
れ

て
い

た
も

の
で

あ
っ
た
が

、
事
業

者
が
、
当

該
建

無
 

有
 

⑧
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

築
物
が

建
て

ら
れ

た
59

年
に

は
、

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
は

既
に

使
用

さ
れ
て
い

な
か
っ

た
と
誤
認

し
た

た
め
に
、
十

分
な
事

前
調
査
を

行
わ

な
か

っ
た
こ

と
を
挙
げ

て
い

る
。
 

 

3
0
 

平
成

2
2
年

9月
 

新
潟
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
係
る

事
前

調
査

に
お
い

て
、
2階

及
び

3
階
の

天
井
及
び
は
り
に
レ
ベ
ル
1
の

ア
ス

ベ
ス
ト

含
有

建
材
が

使
用
さ
れ

て
い

る
こ

と
が
把

握
さ
れ
た

た
め

、
当
該
建
材
に
つ
い
て
、
大
防
法
に
基

づ
く
届

出
及

び
安
衛

法
に
基
づ

く
届

出
が

行
わ
れ

た
。
 

 
し
か

し
、

当
該

建
築

物
に

お
い

て
は

、
3
階

の
軒

先
の

屋
根

裏
に

も
レ
ベ
ル
1
の
ア
ス

ベ
ス
ト
含

有
建
材

が
あ
り

、
こ

れ
に

つ
い

て
は

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ
く
届

出
並
び

に
飛
散
・

ば
く

露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ
な
い

ま
ま

工
事

が
開
始

さ
れ
、
天

井
板

の
撤
去
後
に
発
見
さ
れ
た
。
 

新
潟
県

が
、

近
隣

住
民

か
ら

の
通

報
に

よ
り

状
況

を
把

握
し

、
立

入
検

査
を
行

っ
た
と
こ

ろ
、
当
該

建

材
の
一
部
が

落
下
し

て
い
た
。

 

新
潟
県

は
、

当
該

建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ

な
か

っ
た

原
因

に
つ

い
て

、
天
井

裏
に
ア
ス

ベ
ス
ト
含

有

建
材
が
使

用
さ

れ
て

い
る

場
合

、
軒

先
の

屋
根

裏
に

も
使

用
さ

れ
て

い
る
こ
と
は

想
定
し

得
る
に
も

か
か

わ
ら
ず
、

事
業

者
が

外
側

か
ら

の
目

視
の

み
で

は
確

認
で

き
な

い
軒

先
の
屋
根
裏

の
調
査

を
十
分
に

行
わ

な
か
っ
た
こ

と
を
挙

げ
て
い
る

。
 

 

有
 

有
 

①
 

3
1
 

平
成

2
6
年

8月
 

静
岡
県
 

 
建
築

物
の

改
修
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
工
事
が

開
始

さ
れ

、
天
井

板
の
撤
去

後
に

発
見
さ
れ
た
。
 

 
発
注
者

は
、

当
該

建
材

を
適

切
に

把
握

で
き

な
か

っ
た

原
因

に
つ

い
て
、
当
該

建
築
物

に
使
用
さ

れ
て

い
た
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

は
、

過
去

に
行

わ
れ

た
除

去
工

事
に

よ
り

全
て
除
去

さ
れ
た

も
の
と
認

識
し

て
い
た

が
、

実
際
に

は
、
一
部

残
っ

て
い

た
こ
と

を
挙
げ
て

い
る

。
 

 
ま
た
、

当
該

建
材

は
、

外
側

か
ら

の
目

視
の

み
で

は
確

認
で

き
な

い
天
井
裏
に

使
用
さ

れ
て
お
り

、
事

業
者
に

お
い

て
も
、

当
該
箇
所

の
調

査
が

不
十
分

で
あ
っ
た

こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
 

 

無
 

－
 

①
②
 

3
2
 

平
成

2
6
年

5月
 

静
岡
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
外

装
の
パ

ネ
ル
の

内
側

に
レ

ベ
ル
1
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用

さ
れ
て

い
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基
づ
く

届
出
並

び
に
飛
散

・
ば

く
露
防

止
措

置
が

講
じ

ら
れ

な
い

ま
ま

工
事

が
開

始
さ

れ
、

事
業

者
が

外
装
の
パ

ネ
ル
を

撤
去
し
た

際
に

発
見
さ

れ
た

。
 

静
岡

労
基

署
は

、
当

該
建

材
が

適
切

に
把

握
さ

れ
な

か
っ

た
原

因
に

つ
い
て
、

外
装
の
パ

ネ
ル
の
内

側

無
 

－
 

①
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

が
通
常

ア
ス

ベ
ス
ト

含
有
建
材

が
使

用
さ

れ
て
い

な
い
箇
所

で
あ

っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
 

外
装

の
ボ

ー
ド

や
金

属
パ

ネ
ル

の
内

側
は

、
環

境
省

及
び

厚
生

労
働

省
の

通
知

（
注

）
に
お

い
て

、
ア
ス

ベ
ス
ト

含
有

建
材

を
見

落
と

し
や

す
い

箇
所

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
外
側
か

ら
の
目

視
の
み
で

は
確

認
で
き

な
い

当
該
箇

所
の
調
査

が
不

十
分

で
あ
っ

た
こ
と
が

考
え

ら
れ

る
。
 

（
注
）

No
.1
8の

注
参
照
。
 

 

3
3
 

平
成

2
5
年

4月
 

静
岡
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
工
事
が

開
始

さ
れ

、
事
業

者
が
天
井

板
を

撤
去
し
た
際
に
発
見
さ
れ
た
。
 

 
浜
松
労

基
署

は
、

当
該

建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ

な
か

っ
た

原
因

に
つ
い
て
、

天
井
板

に
点
検
口

が
な

く
、

事
業

者
に

お
い

て
、

外
側

か
ら

の
目

視
の

み
で

は
確

認
で

き
な

い
天
井
裏
の

調
査
が

行
い
に
く

か
っ

た
こ
と

を
挙

げ
て
い

る
。
 

 

無
 

－
 

①
 

3
4
 

平
成

2
6
年
11
月
 

愛
知
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
に
レ

ベ
ル
1
の
ア

ス
ベ

ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に
飛
散

・
ば
く

露
防
止
措

置
が

講
じ
ら

れ
な

い
ま
ま

解
体
作
業

が
進

め
ら

れ
た
。
 

 
名
古
屋

市
が

、
騒

音
規

制
法

等
に

基
づ

く
特

定
建

設
作

業
の

届
出

情
報
を
活
用

し
て
行

っ
て
い
る

立
入

検
査
に

お
い

て
、

当
該

建
材

が
発

見
さ

れ
、

同
市

は
事

業
者

に
対

し
て

、
作
業
の

中
止
及

び
ア
ス
ベ

ス
ト

の
含
有

に
関

す
る
分

析
を
指
導

し
た

。
 

 
名
古
屋

市
は

、
当

該
建

材
が

適
切

に
把

握
さ

れ
な

か
っ

た
原

因
に

つ
い
て
、
ア

ス
ベ
ス

ト
含
有
建

材
が

使
用
さ

れ
て

い
た

の
は

増
築

部
分

で
あ

り
、

当
該

部
分

の
設

計
図

書
が

保
存
さ
れ

て
い
な

い
に
も
か

か
わ

ら
ず
、

事
業

者
が
、

目
視
に
よ

る
調

査
を

十
分
に

行
っ
て
い

な
か

っ
た

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
 

ま
た
、

当
該

建
材

の
発

見
後

、
事

業
者

は
、

ア
ス

ベ
ス

ト
の

含
有

に
関

す
る
分

析
を
専
門

の
機
関
に

依

頼
し
た
が

、
そ

の
間

、
現

場
に

お
い

て
作

業
が

進
め

ら
れ

て
お

り
、

事
業
者
は
、

内
部
で

の
情
報
共

有
の

不
足
に
よ
る

も
の
と

し
て
い
る

。
 

 

無
 

有
 

①
③
 

3
5
 

平
成

2
6
年

7月
 

愛
知
県
 

 
建
築
物

の
解

体
工

事
に

係
る

事
前

調
査

に
お

い
て

、
事

務
所

、
電

気
室
等
に
レ

ベ
ル
1
及
び
レ
ベ

ル
2
の

ア
ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

が
使

用
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
把

握
さ

れ
た

た
め

、
当
該
建

材
に
つ

い
て
、
大

防
法

に
基
づ

く
届

出
及
び

安
衛
法
に

基
づ

く
届

出
が
行
わ
れ
た
。

 

 
し
か
し
、
当
該

建
築
物

に
お

い
て

は
、
上
記

届
出
に

係
る

箇
所

以
外
の
天
井
裏
で
も
レ
ベ
ル
1
の
ア
ス
ベ

有
 

－
 

①
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

ス
ト
含

有
建

材
が

使
用

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
つ

い
て

は
、

大
防

法
に

基
づ
く
届

出
及
び

安
衛
法
に

基
づ

く
届
出

並
び

に
飛
散

・
ば
く
露

防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ
な
い

ま
ま

工
事
が
開
始
さ
れ
た
。
 

 
事
業
者

は
、

天
井

板
を

撤
去

し
た

際
に

当
該

建
材

を
発

見
し

た
こ

と
か
ら
、
即

時
に
作

業
を
中
止

し
、

各
届
出

及
び

飛
散
・

ば
く
露
防

止
措

置
を

行
っ
た

上
で
作
業

を
再

開
し

た
。
 

 
当
該
建

材
は

、
外

側
か

ら
の

目
視

の
み

で
は

確
認

で
き

な
い

天
井

裏
に
使
用
さ

れ
て
お

り
、
事
業

者
に

よ
る
当
該
箇

所
の
調

査
が
不
十

分
で

あ
っ

た
こ
と

が
考
え
ら

れ
る

。
 

 

3
6
 

平
成

2
4
年
11
月
 

大
阪
府
 

 
建
築

物
の

改
修
工

事
に
お
い

て
、
ひ

さ
し
の

内
部
に

レ
ベ

ル
1
の

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て

い
た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届
出
並

び
に
飛

散
・
ば
く

露
防

止
措
置

が
講

じ
ら
れ

な
い
ま
ま

ひ
さ

し
を

覆
う
板

が
撤
去
さ

れ
、

当
該

建
材
が
落
下
し
た
。
 

 
堺
市
及

び
堺

労
基

署
は

、
通

常
、

ひ
さ

し
の

内
部

に
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有
建
材
は

使
用
さ

れ
な
い
と

し
て

お
り
、
事

業
者

が
、

外
側

か
ら

の
目

視
の

み
で

は
確

認
で

き
な

い
当

該
箇
所
に
つ

い
て
、

ア
ス
ベ
ス

ト
含

有
建
材

が
使

用
さ
れ

て
い
る
可

能
性

を
認

識
せ
ず

、
調

査
を

十
分

に
行

わ
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、

当
該

建
材

は
、

事
業

者
が

空
気

環
境

測
定

を
行

う
業

者
か

ら
ア

ス
ベ
ス

ト
の
飛
散

に
つ
い
て

指

摘
を
受
け
る

ま
で

、
約
3
週
間

、
落

下
し

た
状

態
で
放

置
さ

れ
て

い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
事
業
者
は
、
ひ

さ
し
を

覆
う

板
の

撤
去

後
に

お
い

て
、

速
や

か
に

当
該

建
材

を
把

握
し

、
分
析
を

行
う
必

要
が
あ
っ

た
も

の
と
考

え
ら

れ
、

堺
労

基
署

も
、

事
業

者
に

対
し

て
、

作
業

中
に

ア
ス

ベ
ス
ト
含

有
建
材

を
発
見
し

た
場

合
に
適
切
に

対
処
す
る
た
め
の

体
制

を
整

え
る
よ

う
指
導
し

て
い

る
。
 

 

無
 

有
 

①
 

3
7
 

平
成

2
4
年
11
月
 

大
阪
府
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
レ

ベ
ル
1
の

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に

飛
散
・
ば
く

露
防
止

措
置
が
講

じ
ら

れ
な
い
ま
ま

解
体
作

業
が
進
め

ら
れ

た
。
 

 
大
阪

府
が

、
通

報
を

受
け

て
立

入
検

査
を

行
い

、
当

該
建

築
物

の
敷

地
境
界
に

お
け
る

ア
ス
ベ
ス

ト
濃

度
の
測
定
を

行
っ
た

と
こ
ろ
、

1
6
本

/
Lが

（
注

）
検

出
さ
れ
た

。
 

（
注
）

No
.1
6の

注
参
照
。
 

  
大
阪
府

が
濃

度
測

定
実

施
前

に
事

業
者

か
ら

聴
取

し
た

際
、

事
業

者
は
、
吹
付

け
材
は

使
用
さ
れ

て
い

る
が
ア

ス
ベ

ス
ト

は
含

有
し

て
い

な
い

と
の

認
識

を
示

し
て

い
た

。
こ

の
こ
と
か

ら
、
分

析
調
査
を

十
分

に
行
わ

な
い

ま
ま

ア
ス

ベ
ス

ト
を

含
有

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

こ
と

に
よ
り
、

当
該
建

材
が
ア
ス

ベ
ス

ト
含
有

建
材

と
し
て

把
握
さ
れ

な
か

っ
た

こ
と
が

考
え
ら
れ

る
。
 

無
 

有
 

④
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

3
8
 

平
成

2
6
年
10
月
 

兵
庫
県
 

 
建
築

物
の

改
修
工

事
に
係
る

事
前

調
査

に
お
い

て
、
レ
ベ

ル
1
の

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て

い
る
こ

と
が

把
握

さ
れ

た
た

め
、

当
該

建
材

に
つ

い
て

、
大

防
法

に
基

づ
く
届
出

及
び
安

衛
法
に
基

づ
く

届
出
が

行
わ

れ
た
。
 

 
し
か

し
、
当
該

建
築
物

に
お

い
て

は
、
上
記

届
出
に

係
る

箇
所

以
外
の
天
井
裏
で
も
レ
ベ
ル
1
の
ア
ス
ベ

ス
ト
含

有
建

材
が

使
用

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
つ

い
て

は
、

大
防

法
に

基
づ
く
届

出
及
び

安
衛
法
に

基
づ

く
届
出

並
び

に
飛

散
・

ば
く

露
防

止
措

置
が

講
じ

ら
れ

な
い

ま
ま

工
事

が
開
始
さ

れ
、
天

井
板
の
撤

去
後

に
発
見

さ
れ

た
。
 

 
当
該

建
材

は
、

外
側

か
ら

の
目

視
の

み
で

は
確

認
で

き
な

い
天

井
裏

に
使
用
さ

れ
て
お

り
、
事
業

者
に

よ
る
当

該
箇

所
の
調

査
が
不
十

分
で

あ
っ

た
こ
と

が
考
え
ら

れ
る

。
 

 

有
 

－
 

①
 

3
9
 

平
成

2
2
年

5月
 

兵
庫
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
レ

ベ
ル
1
の

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に

飛
散
・
ば
く

露
防
止

措
置
が
講

じ
ら

れ
な
い
ま
ま

解
体
作

業
が
進
め

ら
れ

た
。
 

 
姫
路

市
が

、
近

隣
住

民
か

ら
の

通
報

に
よ

り
状

況
を

把
握

し
、

立
入

検
査
を
行

っ
た
と

こ
ろ
、
吹

付
け

材
が
使

用
さ

れ
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

事
業

者
は

、
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有
の
有

無
に
つ

い
て
分
析

調
査

を
行
わ
ず
に

、
解
体

作
業
を
進

め
て

い
た

。
 

こ
の

た
め

、
姫

路
市

は
、

事
業

者
に

対
し

て
、

作
業

の
中

止
及

び
分

析
調
査
の

実
施
を
指

導
し
、
そ

の

結
果
、

レ
ベ

ル
1
の
ア

ス
ベ
ス

ト
含

有
建

材
で
あ

る
こ
と
が

判
明

し
た

。
 

 
 

無
 

有
 

④
 

4
0
 

平
成

2
6
年
11
月
 

岡
山
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
工
事
が

開
始

さ
れ

た
。
 

 
事
業

者
は

、
事

前
調

査
に

お
い

て
、

点
検

口
か

ら
目

視
が

可
能

で
あ

っ
た
天
井

裏
の
一

部
を
確
認

し
、

ア
ス
ベ
ス

ト
含

有
建

材
は

使
用

さ
れ

て
い

な
い

と
判

断
し

た
が

、
工

事
開
始
後
、

設
計
図

書
に
は
記

載
さ

れ
て
い
な

い
増

築
部

分
が

あ
る

こ
と

に
気

付
き

、
当

該
箇

所
の

天
井

裏
を
確
認
し

た
と
こ

ろ
、
当
該

建
材

を
発
見
し
た

。
 

 
環
境

省
及

び
厚
生

労
働
省
の

通
知

（
注

）
で

は
、
ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
を
見
落
と
し
や
す
い
例
と

し
て

、

敷
居
の

な
い

大
フ
ロ

ア
で
奥
の

1
区

画
の
み

吹
き
付

け
ら
れ

て
い

る
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
外
側
か
ら
の

目
視
の
み
で

は
確
認

で
き
な
い

天
井

裏
の

調
査
が

不
十
分
で

あ
っ

た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

（
注
）

No
.1
8の

注
参
照
。
 

無
 

－
 

①
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

4
1
 

平
成

2
6
年

7月
 

岡
山
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
工
事
が

開
始

さ
れ

た
。
 

 
事
業

者
は

、
事

前
調

査
に

お
い

て
、

天
井

の
点

検
口

か
ら

天
井

裏
を

確
認
し
て

い
た
が

、
点
検
口

か
ら

見
え
に
く
い

箇
所
に

当
該
建
材

が
使

用
さ

れ
て
い

た
も
の
で

あ
る

。
 

岡
山
市

が
、

近
隣

住
民

か
ら

の
通

報
に

よ
り

状
況

を
把

握
し

、
立

入
検

査
を
行

っ
た
と
こ

ろ
、
事
業

者

は
、
天
井

板
の

撤
去

後
に

当
該

建
材

を
発

見
し

た
こ

と
を

踏
ま

え
て

、
作
業
を
中

止
し
、

ア
ス
ベ
ス

ト
の

含
有
に
関
す

る
分
析

を
専
門
の

機
関

に
依

頼
し
て

い
る
状
況

で
あ

っ
た

。
 

岡
山
市

は
、

当
該

建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ

な
か

っ
た

原
因

に
つ

い
て

、
外
側

か
ら
の
目

視
の
み
で

は

確
認
で
き
な

い
天
井

裏
の
調
査

が
不

十
分

で
あ
っ

た
こ
と
を

挙
げ

て
い

る
。
 

 

無
 

－
 

①
 

4
2
 

平
成

2
6
年

7月
 

岡
山
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
係
る

事
前

調
査

に
お
い

て
、
2階

か
ら

4
階
ま

で
の
天
井
裏
に
レ
ベ
ル
1の

ア
ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

が
使

用
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
把

握
さ

れ
た

た
め

、
当

該
建
材
に
つ

い
て
、

大
防
法
に

基
づ

く
届
出

及
び

安
衛
法

に
基
づ
く

届
出

が
行

わ
れ
た

。
 

 
し
か

し
、

当
該

建
築

物
に

お
い

て
は

、
1
階

の
天

井
裏

で
も

レ
ベ

ル
1
の
ア
ス

ベ
ス
ト

含
有
建
材

が
使
用

さ
れ
て

お
り

、
こ

れ
に

つ
い

て
は

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に
基
づ

く
届
出

並
び
に
飛

散
・

ば
く
露

防
止

措
置
が

講
じ
ら
れ

な
い

ま
ま

工
事
が

開
始
さ
れ

、
天

井
板
の
撤
去
後
に
発
見
さ
れ
た
。
 

 
事
業

者
は

、
事

前
調
査

に
お

い
て
、
当

該
建

築
物
の

1階
に

お
い
て

も
、
点
検
口
か
ら
天
井
裏
を
確
認
し

て
い
た

が
、

当
該

建
材

が
点

検
口

か
ら

離
れ

た
一

角
に

使
用

さ
れ

て
い

た
た
め
に

点
検
口

か
ら
の
目

視
で

は
把
握

で
き

ず
、
ア

ス
ベ
ス
ト

含
有

建
材

が
使
用

さ
れ
て
い

な
い

と
判
断
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
環
境

省
及

び
厚
生

労
働
省
の

通
知

（
注

）
で

は
、
ア

ス
ベ
ス

ト
含

有
建
材
を
見
落

と
し
や

す
い

例
と

し
て

、

敷
居
の

な
い

大
フ
ロ

ア
で
奥
の

1
区

画
の
み

吹
き
付

け
ら
れ

て
い

る
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
外
側
か
ら
の

目
視
の
み
で

は
確
認

で
き
な
い

天
井

裏
の

調
査
が

不
十
分
で

あ
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

（
注
）

No
.1
8の

注
参
照
。
 

 

有
 

－
 

①
 

4
3
 

平
成

2
5
年

9月
 

岡
山
県
 

 
建
築

物
の

改
修
工

事
に
お
い

て
、
レ

ベ
ル
1
の

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に

基
づ

く
届

出
並

び
に

飛
散
・
ば
く

露
防
止

措
置
が
講

じ
ら

れ
な
い
ま
ま

当
該
建

材
が
除
去

さ
れ

た
。
 

 
岡
山
県
は

、
当

該
建
材

が
レ

ベ
ル

1
の
ア

ス
ベ
ス

ト
含
有

建
材

と
し
て
適
切
に
把
握
さ
れ
な
か
っ
た
原
因

に
つ
い
て

、
当

該
建

材
は

天
井

板
に

吹
き

付
け

ら
れ

、
一

体
化

し
て

い
た
た
め
、

事
業
者

が
、
飛
散

性
の

無
 

有
 

⑦
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

低
い

レ
ベ

ル
3
の

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
に

該
当

す
る

成
形

板
と

し
て

処
理

す
る

こ
と

が
許

容
さ

れ
る

と

判
断
し
た
こ

と
を
挙

げ
て
い
る

。
 

 

4
4
 

平
成

2
7
年

2月
 

広
島
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
工
事
が

開
始

さ
れ

た
。
 

当
該

建
材

は
、

4
階

建
て

で
あ

る
当

該
建

築
物

の
2
階

の
一

部
で

使
用

さ
れ
て
お

り
、
解

体
作
業
中

に
発

見
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。
 

当
該

建
材

は
、

外
側

か
ら

の
目

視
の

み
で

は
確

認
で

き
な

い
天

井
裏

に
使
用
さ

れ
て
お
り

、
事
業
者

に

よ
る
当

該
箇

所
の
調

査
が
不
十

分
で

あ
っ

た
こ
と

が
考
え
ら

れ
る

。
 

 

無
 

－
 

①
 

4
5
 

平
成

2
6
年

8月
 

広
島
県
 

 
建
築

物
の

改
修
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
天
井
板

が
撤

去
さ

れ
た
。
 

 
広
島
市

及
び

広
島

中
央

労
基

署
は

、
各

届
出

及
び

飛
散

・
ば

く
露

防
止
措
置
が

講
じ
ら

れ
な
い
ま

ま
作

業
が
行

わ
れ

た
原

因
に

つ
い

て
、

事
業

者
が

、
柱

、
壁

等
の

建
築

物
の

主
要
な
構

造
に
係

ら
な
い
工

事
の

場
合
に

は
、

大
防

法
及

び
安

衛
法

の
規

制
対

象
工

事
に

該
当

し
な

い
と

認
識
し
、

事
前
調

査
、
各
届

出
等

は
不
要

と
判

断
し
て

い
た
こ
と

を
挙

げ
て

い
る
。
 

 

無
 

－
 

⑤
 

4
6
 

平
成

2
6
年

5月
 

広
島
県
 

 
建
築

物
の

改
修
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
天
井
板

が
撤

去
さ

れ
た
。
 

 
広
島
市

は
、

各
届

出
及

び
飛

散
・

ば
く

露
防

止
措

置
が

講
じ

ら
れ

な
い
ま
ま
作

業
が
行

わ
れ
た
原

因
に

つ
い
て

、
事

業
者

が
、

工
事

内
容

が
内

装
の

撤
去

に
と

ど
ま

る
場

合
に

は
、
大
防

法
及
び

安
衛
法
の

対
象

工
事
に

該
当

し
な
い

と
認
識
し

、
事
前

調
査
、
各

届
出

等
は

不
要

と
判
断
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。 

 

無
 

－
 

⑤
 

4
7
 

平
成

2
5
年

7月
 

広
島
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
天
井
板

が
撤

去
さ

れ
た
。
 

 
事
業
者

は
、

天
井

裏
に

お
け

る
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

の
有

無
を

調
査
す
る
た

め
に
全

て
の
天
井

板
を

無
 

－
 

⑤
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

撤
去
し

た
も

の
で

あ
り

、
こ

れ
に

よ
り

、
当

該
建

材
が

発
見

さ
れ

、
解

体
は
中
止

さ
れ
、

そ
の
後
、

解
体

の
再
開

に
当

た
っ
て

、
当
該
建

材
を

除
去

す
る
た

め
に
各
届
出

が
行
わ
れ
た
。
 

こ
れ

に
よ

り
状

況
を

把
握

し
た

広
島

市
が

、
全

て
の

天
井

板
を

撤
去

す
る
こ
と

は
、
事
前

に
大
防
法

に

基
づ
く

届
出

等
を
要

す
る
作
業

に
当

た
る

と
し
て

、
指
導
を

行
っ

た
。
 

 
広
島
市

は
、

各
届

出
及

び
飛

散
・

ば
く

露
防

止
措

置
が

講
じ

ら
れ

な
い
ま
ま
作

業
が
行

わ
れ
た
原

因
に

つ
い
て

、
事

業
者

が
、

内
装

の
撤

去
を

行
う

の
み

で
あ

れ
ば

、
大

防
法

及
び
安
衛

法
の
規

制
対
象
工

事
に

該
当
し

な
い

と
認
識

し
、
各
届
出

等
は
不

要
と
判

断
し
て
い

た
こ

と
を
挙
げ
て
い
る
。
 

 

4
8
 

平
成

2
7
年

4月
 

福
岡
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
天

井
裏
に

レ
ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

並
び
に
飛

散
・
ば

く
露
防
止

措
置

が
講
じ

ら
れ

な
い
ま

ま
工
事
が

開
始

さ
れ

、
天
井

板
の
撤
去

後
に

発
見
さ
れ
た
。
 

 
当
該
建

材
は

、
外

側
か

ら
の

目
視

の
み

で
は

確
認

で
き

な
い

天
井

裏
に
使
用
さ

れ
て
お

り
、
事
業

者
に

よ
る
当
該
箇

所
の
調

査
が
不
十

分
で

あ
っ

た
こ
と

が
考
え
ら

れ
る

。
 

 

無
 

－
 

①
 

4
9
 

平
成

2
5
年

5月
 

福
岡
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、

天
井

裏
に
レ

ベ
ル

1の
ア

ス
ベ
ス

ト
含
有
建
材
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、

大
防
法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安

衛
法

に
基

づ
く

届
出

は
行

わ
れ

て
い

た
も
の
の
、

飛
散
・

ば
く
露
防

止
措

置
が
講
じ
ら

れ
な
い

ま
ま
天
井

板
が

撤
去

さ
れ
た

。
 

 
大
防

法
に

基
づ

く
届

出
を

受
け

た
福

岡
市

が
、

当
該

建
築

物
の

敷
地

境
界
に
お

け
る
ア

ス
ベ
ス
ト

濃
度

の
測
定
を
行

っ
た
と

こ
ろ
、
4
4
本

/
L
（

注
）
が
検
出
さ
れ
た
。

 

（
注
）

No
.1
6の

注
参
照
。
 

  
福
岡
市

は
、

飛
散

・
ば

く
露

防
止

措
置

が
講

じ
ら

れ
な

い
ま

ま
作

業
が
進
め
ら

れ
た
原

因
に
つ
い

て
、

事
業
者

は
、

工
区

ご
と

に
工

期
を

分
け

て
当

該
建

材
を

除
去

す
る

予
定

で
あ
っ
た

が
、
一

部
の
工
区

で
、

予
定
さ

れ
て

い
た

工
期

の
前

に
、

作
業

が
行

わ
れ

た
こ

と
を

挙
げ

て
お

り
、
当
該

建
材
及

び
工
程
の

情
報

が
内
部

で
適

切
に
共

有
さ
れ
て

い
な

か
っ

た
こ
と

が
考
え
ら

れ
る

。
 

 

有
 

有
 

③
 

5
0
 

平
成

2
4
年
10
月
 

福
岡
県
 

 
建
築

物
の

改
修
工

事
に
お
い

て
、
エ

レ
ベ
ー

タ
ー
の

機
械

室
の

床
下

に
レ
ベ
ル
2
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建

材
が
使

用
さ

れ
て

い
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安
衛
法

に
基
づ

く
届
出
並

び
に

飛
散
・

ば
く

露
防
止

措
置
が
講

じ
ら

れ
な

い
ま
ま

工
事
が
開

始
さ

れ
、
床
板
の
撤
去
後
に
発
見
さ
れ
た
。
 

 
福
岡
中

央
労

基
署

は
、

当
該

建
材

が
適

切
に

把
握

さ
れ

な
か

っ
た

原
因
に
つ
い

て
、
当

該
建
築
物

に
お

無
 

有
 

①
②
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N
o
.
 

発
生

時
期
 

発
生
地
域
 

概
要
 

届
出
 

飛
散
の

お
そ
れ
 

分
類
 

い
て
過

去
に

レ
ベ
ル

1
の

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建
材

の
除
去
工

事
が

行
わ

れ
て
お
り
、
事
業
者
が
、
過
去
の
工

事
に
よ

り
ア

ス
ベ

ス
ト

含
有

建
材

は
既

に
使

用
さ

れ
て

い
な

い
も

の
と

誤
認
し
、

外
側
か

ら
の
目
視

の
み

で
は
確

認
で

き
な
い

床
下
の
調

査
を

再
度

十
分
に

行
わ
な
か

っ
た

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
 

 

5
1
 

平
成

2
6
年

7月
 

熊
本
県
 

 
建
築
物

の
解

体
工

事
に

係
る

事
前

調
査

に
お

い
て

、
1
階

の
天

井
裏

に
レ
ベ
ル

1
の
ア

ス
ベ
ス
ト

含
有
建

材
が
使

用
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
把

握
さ

れ
た

た
め

、
当

該
建

材
に

つ
い

て
、
大
防

法
に
基

づ
く
届
出

及
び

安
衛
法

に
基

づ
く
届

出
が
行
わ

れ
た

。
 

 
し
か

し
、
当
該

建
築
物

に
お

い
て

は
、
2
階
及
び

3階
の
天

井
裏

で
も

レ
ベ
ル
1
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材

が
使
用

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
つ

い
て

は
、

大
防

法
に

基
づ

く
届

出
及

び
安
衛
法

に
基
づ

く
届
出
並

び
に

飛
散
・
ば
く

露
防

止
措
置

が
講

じ
ら
れ
な

い
ま
ま

工
事
が
開

始
さ

れ
、
天
井
板
の
撤
去
後
に
発
見
さ
れ
た
。 

 
当
該
建

材
は

、
外

側
か

ら
の

目
視

の
み

で
は

確
認

で
き

な
い

天
井

裏
に
使
用
さ

れ
て
お

り
、
事
業

者
に

よ
る
当
該
箇

所
の
調

査
が
不
十

分
で

あ
っ

た
こ
と

が
考
え
ら

れ
る

。
 

ま
た
、

1
階

の
天

井
裏

に
レ

ベ
ル

1
の

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
が

使
用

さ
れ
て
い

る
こ
と

が
把
握
さ

れ
て

い
る
以

上
、

2
階

及
び

3
階

の
同

一
構

造
の

箇
所

に
つ

い
て

は
、

特
に

注
意
す
べ
き

で
あ
っ

た
も
の
と

考
え

ら
れ
る

。
 

 

有
 

－
 

①
⑥
 

5
2
 

平
成

2
4
年

4月
 

熊
本
県
 

 
建
築

物
の

解
体
工

事
に
お
い

て
、
2
階
及
び

3
階

の
天

井
裏

に
レ

ベ
ル
1
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
が
使
用

さ
れ
て
い

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
大

防
法

に
基

づ
く

届
出

及
び

安
衛

法
に
基
づ
く

届
出
並

び
に
飛
散

・
ば

く
露
防
止
措

置
が
講

じ
ら
れ
な

い
ま

ま
工

事
が
開

始
さ
れ
た

。
 

 
熊
本
県

が
事

業
者

か
ら

聴
取

し
た

際
、

事
業

者
は

、
発

注
者

が
過

去
に
行
っ
た

調
査
で

ア
ス
ベ
ス

ト
含

有
建
材

が
使

用
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
が

確
認

さ
れ

て
い

る
と

の
認

識
を

示
し
て
い

た
こ
と

か
ら
、
事

業
者

が
、
発

注
者

か
ら

の
説

明
で

ア
ス

ベ
ス

ト
含

有
建

材
は

使
用

さ
れ

て
い

な
い
も
の

と
誤
認

し
、
再
度

十
分

な
事
前

調
査

を
行
わ

な
か
っ
た

こ
と

が
考

え
ら
れ

る
。
 

 

無
 

－
 

②
 

（
注

）
1
 
当

省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

2
 

「
届

出
」
欄
及
び
「
飛
散
の
お
そ
れ
」

欄
に

つ
い
て
は

、
集

計
表

と
同
様

で
あ
る
。

 

3
 
「

分
類
」
欄
に
つ
い
て
は
、
集
計
表
の

各
分
類

に
よ
る

ほ
か

、
下
線

を
付
し

て
い
る

も
の

は
集

計
表
の
「
時
期
」
欄
の
「
周
知
後

」
又
は
「
未
周
知
」
に
該

当
す
る
。
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⑹ レベル3のアスベスト含有建材の適切な処理の推進 

勧          告 説明図表番号 

建築物に使用されたアスベスト含有成形板などレベル3のアスベスト含有建材（以

下「レベル3建材」という。）については、レベル1又はレベル2のアスベスト含有建

材に比べ相対的にアスベストの飛散性は低いものの、除去作業時に破砕や切断する

など、その取扱いが不適切な場合、アスベストが飛散するおそれがあることが指摘

されている（注1）。 

（注1） 「被災地におけるアスベスト大気濃度調査（第13次モニタリング）結果について（平成27

年10月16日時点）」（平成27年10月19日平成27年度第1回アスベスト大気濃度調査検討会資料）

によると、レベル3建材のみが使用されている作業現場付近で、レベル3建材を破砕・切断し

たことなどから、アスベスト繊維数濃度10本/Lが検出された事例が報告されている。 

 

このレベル3建材の除去作業に関しては、その作業に従事する労働者のばく露防止

を図る観点から、石綿則では、湿潤化等の措置を事業者に義務付けている（石綿則

第13条第1項）。一方、レベル3建材はアスベストの飛散性が低いため、大防法には特

段の規制が設けられていないものの、環境省の中央環境審議会は、「石綿の飛散防止

対策の更なる強化について（中間答申）」において、「レベル3建材を使用した建築物

等の解体作業等で石綿が飛散する状況について、実態が明らかにされていないこと

から、調査事例の収集等によりその実態を明らかにし、検証した上で必要な措置を

検討することが適当と考えられる」とし、将来の規制措置の導入を念頭に置いた検

討を行うべき旨を指摘している。この指摘を踏まえ、環境省では、平成27年度から、

レベル3建材のみを使用した建築物等の解体現場をアスベスト大気濃度調査の対象

に追加するなど、レベル3建材からのアスベストの飛散実態を把握する取組に着手し

ている。 

また、建築物の解体等工事時におけるレベル3建材の取扱いについて、環境省は、

飛散防止対策マニュアルにおいて、その種類と除去作業における留意事項（養生や

湿潤化などの方法）を事業者等に対し示している。また、地方公共団体の中には、

条例や要綱により、レベル3建材が使用されている建築物の解体等工事を行う際の届

出義務を課すなどの規制（以下「レベル3建材規制」という。）を実施しているもの

もみられる。 

 

今回、39県市において、レベル3建材規制の実施状況、解体等工事におけるレベル

3建材の取扱状況を調査したところ、以下のような状況がみられた。 

 

調査した県市のうち12県市では、レベル3建材規制を実施しており、その実施に至

った端緒をみると、ⅰ）レベル3建材の除去作業に対する住民の関心が高く、問合せ

等に適切に対応する必要があったこと（4県市）、ⅱ）レベル3建材を重機で破砕する

など不適切な方法で解体している例があったこと（1県市）などとなっている。 

レベル3建材規制の内容としては、下表のとおり、ⅰ）作業実施前の届出（8県市）、

ⅱ）湿潤化など県市が独自に策定した作業実施基準（注2）の遵守（12県市）、ⅲ）立入

検査の実施（12県市）などとなっている。 
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（注2） 12県市が独自に策定した作業実施基準の内容は、いずれも飛散防止対策マニュアル等に沿

った内容となっている。 

 

表 県市におけるレベル3建材規制の主な内容 

  （単位：県市） 

主な規制内容 該当県市 

作業実施前の届出 8 

作業実施基準の遵守 12 

アスベストの飛散状況の確認（アスベスト濃度

測定等） 

9 

作業完了後の届出 2 

立入検査の実施 12 

 （注） 当省の調査結果による。 

  

レベル3建材規制を実施している県市では、レベル3建材規制により、ⅰ）事業者

への指導が行いやすくなった（3県市）、ⅱ）住民からの問合せ等に対応でき、不安

の払拭につながっている（4県市）などの効果があったとしている一方、大防法によ

る全国一律の規制ではないため、レベル3建材規制を実施していない県市に所在する

事業者に対する独自規制の周知に苦慮している（2県市）との意見もみられた。 

また、作業実施前の届出を義務付けている8県市のうち1県市では、当該届出のあ

った全ての工事現場に立入検査を行っており、その結果に基づきレベル3建材規制の

遵守状況をみると、養生不完全、散水不足（湿潤化不足）など作業実施基準が遵守

されていない事例が発見されている。さらに、届出のあった箇所以外にもレベル3

建材が発見された、いわゆる届出漏れの割合が6割前後にも及んでおり（平成25年度

は事前届出714件に対し400件（56％）、26年度は事前届出649件に対し407件（63％））、

当該県市によると、こうした届出漏れは、事業者の知見不足のため、レベル3建材を

的確に把握できていないことに起因しているものが多いとしている（注3）。 

（注3） 上記1県市以外の7県市においても立入検査を行っているが、指導記録等が作成されていな

いため、作業実施基準の遵守や届出漏れ状況は把握できなかった。 

 

このような作業実施基準の遵守状況や届出漏れで適切な処理がなされなかった状

況を勘案すると、解体等工事においてレベル3建材の取扱いは必ずしも適切に行われ

ているとはいえず、結果として、アスベストの飛散・ばく露のおそれがあったもの

とみられる。 

 

他方、27県市においては、人員不足や業務量が膨大になること（10県市）などを

理由に、条例や要綱によるレベル3建材規制を実施していないことから、解体等工事

におけるレベル3建材の取扱状況は明らかになっていない。 

このため、平成22年4月から27年7月までの間に上記27県市で行われた解体等工事

について、新聞情報や県市が把握している情報を基にレベル3建材の把握漏れの事例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-⑹-⑨ 

 

 

 

 

表2-⑹-⑧（再

掲）の(ⅱ)№3 
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表2-⑹-⑪、⑫ 
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や不適切な除去の事例の有無等を調査したところ、ⅰ）事業者による事前調査にお

いてレベル3建材を的確に把握していない例が2件、ⅱ）事業者がレベル3建材を除去

する際に、十分に湿潤化せずに除去していた例が2件みられた。 

 

今回の調査では、解体等工事におけるレベル3建材の除去作業の実態を必ずしも十

分に把握できなかったものの、環境省の中央環境審議会が「石綿の飛散防止対策の

更なる強化について（中間答申）」で指摘しているとおり、レベル3建材の除去作業

時の取扱い次第では、アスベストの飛散・ばく露のおそれがあり、健康被害の発生

も危惧されるため、実態を把握し、対策を講じていくことが必要と考えられる。 

 

【所見】 

したがって、環境省は、解体等工事におけるレベル3建材の不適切な除去作業によ

るアスベストの飛散を防止する観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

① 解体等工事におけるレベル3建材の取扱いの実態を把握し、その結果を踏まえ、

レベル3建材の取扱いについて大防法における在り方も含めて検討し、所要の措置

を講ずること。 

② 当面の措置として、飛散防止対策マニュアルにおけるレベル3建材の把握方法や

除去作業に関する留意事項について、再度、関係者に周知徹底を図ること。 
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